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取 締 役 社 長  岩 根  茂 樹

高浜発電所第 2号機発電用原子炉施設に係る

使用前検査申請書の記載内容変更にういて

2019年 7月 9日 付け関原発第142号で申請 (2019年 10月 17日 付けFぅ争耳原発第
309号及び2019年 11月 12日 付け関原発第333号で申請書の記載内容変更)しま
した高浜発電所第 2号機発電用原子炉施設に係る使用前検査申請書の記載内容を、別紙のと
おり変更しましたので、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第 15条第3項の規
定により提出いたします。



別 紙

1.使用前検査申請書

高浜発電所第 2号機

使用前検査申請書番号

関原発第 142号 (2019年 7月 9日 )

以下、使用前検査申請書の変更の内容を説明する書類番号

関原発第 309号 (2019年 10月 17日 )

関原発第 3313号 (2o19年 11月 12日 )

2!変更の内容及び変更の理由

2.1 使用前検査申請書

(変更前 )

2019年 10月 17日 付け関原発第 309号 の申請書記載事項

2019年 11月 12日 付け関原発第 333号 の申請書記載事項

検査を受けようとする工事の工程、

期 日及び場所

工事の工程
構造、強度又は漏えいに係る試験をすることができる状

態になった時 (一号)

期 日 自 2020年  2月
至 2021年  5月

場所 高浜発電所
三菱重工業株式会社 パワー ドメイン原子力事
業部 (兵庫県神戸市兵庫区和田崎町)

三菱電機株式会社 電カシステム製作所
(兵庫県神戸市兵庫区和田崎町)

東亜バルブエンジニアリング株式会社
(兵庫県尼崎市西立花町)

工事の工程
工事の計画に係る全ての工事が完了した時 (五号)

期 日 自 2020年 11月
至 2021年  6月

場所 高浜発電所

申請に係る発電用原子炉施設の概要 丹ば紙 の とお り

法第 43条の 3の 9第 1項若 しくは
第 2項の認可年月 日及び認可番号又
は法第 43条の 3の 10第 1項の規
定による届出をした年月 日

工事計画の認可年月日及び認可番号

平成 31年  4月 25日  原規規発第 1904256号
令和 元年 9月 13日  原規規発第 1909135号
令和 元年 10月 24日 原規規発第 1910243号



申請に係る発電用原子炉施設の概要 別紙のとお り

法第 43条の 3の 9第 1項若 しくは
第 2項の認可年月 日及び認可番号又
は法第 43条の 3の 10第 1項の規
定による届出をした年月日

工事計画の認可年月 日及び認可番号

平成 31年  4月
令和 元年 9月
令和 元年 10月
令不日 2年  2月

原規規発第 1904256号
原規規発第 1909135号
原規規発第 1910243号
原規規発第 2002202号

日

日

日

日

５

３

４

０

２

１

２

２

検査を受けようとする工事の工程、期

日及び場所

工事の工程

構造、強度ヌは漏えいに係 る試験をすることができる状
態になった時 (一号 )

期 日 自 2020年  5月
至 2021年  5月

場所 高浜発電晰
三菱重工業株式会社 パワー ドメイン原子力事
業部 (兵庫県神戸市兵庫区和田崎町)

三菱電機株式会社 電カシステム製作所
(兵庫県神戸市兵庫区和由崎町)

東亜バルブエンジニアリング株式会社
(兵庫県尼崎市西立花町)

工事の工程
工事の計画に係る全ての工事が完了した時 (五号)

期 日 自 2020年 11月
至 2021年 6月

場所 高浜発電所

(変更後 )

※申請に係 る発電用原子炉施設の概要の変更前後については、添付資料 1の とお り

2 添付資料-1 工事の工程に関する説明書

添付資料 2の とお り

2.3 添付資料-2 工事の工程における放射線管理に関する説明書

添付資料 3の とおり

変更理由

工事計画の認可に伴い、「申請に係る発電用原子炉施設の概要」、「法第43条の 3の

9第 1項若 しくは第 2項の認可年月日及び認可番号又は法第43条の 3の 10第 1項
の規定による届出をした年月日」の認可年月日及び認可番号、「添付資料二1 工事の工

程に関する説明書」の項目及び「添付資料-2 工事の工程における放射線管理に関す

る説明書」の管理区域検査場所を追記する。

また、検査工程の見直しに伴い、「検査を受けようとする工事の工程、期日及び場所」

の期日を変更する。

<添付資料>
添付資料 1:別紙 (申請に係る発電用原子炉施設の概要)変更前後比較

添付資料 2:「工事の工程に関する説明書」変更前後比較

添付資料 3:「工事の工程における放射線管理に関する説明書」変更前後比較
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添付資料 1

(変更前 )

別紙

(変更後 )

別紙

発電用原子炉施設に係るもの

・原子炉本体
。原子炉冷却系統施設

・計測制御系統施設
。原子炉格納施設
。その他発電用原子炉の附属施設

4 火災防護設備

5 浸水防護施設

7 非常用取水設備

高浜発電所第 2号磯

発電用原子炉施設に係るもの

。原子炉本体

・原子炉冷却系統施設   ′

・計測制御系統施設

・放射線管理施設
。原子炉格納施設
。その他発電用原子炉の附属施設

1 非常用電源設備

4 火災防護設備

5 浸水防護施設  '
6 補機駆動用燃料設備

7 非常用取水設備

8 敷地内土木構造物

高浜発電所第 2号機



(変更前)

2019年 11月 12日 付け関原発第333号の申請書記載事項

工事の工程に関する説明書

△ 材料検査、寸法検査、外観検査、組立て及び据付け状態を確認する検査、耐圧検査、漏えい検査
▲ 機能・性能検査

添付資料 2

(添付資料-1)

2021年
6月

ー

5月

ー

4月3月

(五号 )

2月

(一号 )

´ ▲

使用前検査

1月

△

使用前検査

2020年

12月ll月

一

2020年

2月

―

1月

年月

項 目

発電用原子炉施設に係

るもの

・原子炉本体

,原子炉冷却系統施設

。計測制御系統施設

。原子炉格納施設

。その他発電用原子炉

の附属施設

4 火災防護設備

5 浸水防護施設

7 非常用取水設備



(変更後 )

(添付資料-1)
工事の工程に関する説明書

2021年

6月

ー

5月

一

4月3月

五号 )

2月

(一号 )

▲

使用前検査

1月

△

使用前検査

2020年

12月5月 11月

年月

項 目

発電用原子炉施設に係るもの

。原子炉本体

。原子炉冷却系統施設

・計測制御系統施設

・放射線管理施設

・原子炉格納施設

。その他発電用原子炉の附属施設

1 非常用電源設備

4 火災防護設備

5 浸水防護施設

6 補機駆動用燃料設備

7 非常用取水設備

8 敷地内土木構造物

△ 材料検査、寸法検査、外観検査、組立て及び据付け状態を確認する検査、耐圧検査、漏えい検査

▲ 機能・性能検査



添付資料 3

(変更前

2019年 11月 12日付け関原発第333号の申請書記載事項

(添付資料-2)

工事の工程における放射線管理に関する説明書

1.検査に伴う放射線管理

(1)検査に係る作業区域の区画及び汚染拡大防止

管理区域内においては、表面汚染密度等の環境条件に応じて、適切な区画、汚染拡大防止策を行い、

立ち入る場合は必要により防保護具を着用する。

(2)検査中の放射線管理   |
検査中は放射線管理専任者が、検査を行う者に対して適切な被ばく管理を行うと

(3)個人被ばく管理

被ばく線量はガラスバッジ及び警報付デジタル線量計を用いて測定する。

2.検査場所の区域区分

2装封幾

2手封幾

(1)汚染区分

A区域 汚染のおそれのない区域

B区域 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定め

る告示 (平成 27年 8月 31日 原子力規制委員会告示第 8う に定める表面密度限度及び

の呼吸する空気中の放射隆物質の濃度限度を超えるおそれのない区域 十

(2)線量当量率区分

1区域 0。 l msv/h以下の区域

2区域 0。 l msv/hを超え、l msv/h以 下の区域

3.管理区域検査場所図

別紙参照



別紙 (1/3)
管理区域検査場所図



丹1服 (2/3)
管理区域液査場所図



月町紙 (3/3)
管理区域検査場所図



(変更後)

(添付資料-2)

工事の工程における放射線管理に関する説明書

1.検査に伴う放射線管理

(1)検査に係る作業区域の区画及び汚染拡大防止

管理区域内においては、表面汚染密度等の環境条件に応じて、適切な区画、汚染拡大防止策をヽ ＼、

立ち入る場合は必要により防保護具を着用する。

(2)検査中の放射線管理

検査中は放射線管理専任者が、検査を行う者に対して適切な被ばく管理を行う。

(3)個人被ばく管理

被ばく線量はガラスバンジ及び警報付デジタル線量計を用いて測定する。

2.検査場所の区域区分

2ヂ勢幾

2装労幾

(1)汚染区分

A区域 イ勢 のおそれのない区域

B区域 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定め

る告示 (平成 27年 8月 31日 原子力規制委員会告示第8〕 に定める表面密度限度及び

の呼吸する空気中の放射陛物質の濃度限度を超えるおそれのない区域

(2)線量当量率区分

1区域 0。 l msv/h以下の区域

2区域 αl mSv/hを超え、l msv/h以下の区域

3.管理区域検査場所図

乃I鯵照



別紙 (1/3)
管理区域検査場



男可労氏 (2/3)
管理区域検査場所図



男ll紙 (3/3)
管理区域検査場所図


